
は じ め に 
 

本市は歴史的に古く、数多くの文化遺産や優れた景観、豊かな自然環境に恵まれてお

り、交通の利便性にも優れたまちです。このような良好な環境に恵まれた本市ではあり

ますが、1970 年代には都市化の進展や生活様式の変化に伴って、生活排水による河川の

汚濁や近隣騒音、廃棄物の不適正処理ならびに交通公害などの「都市・生活型公害」が

発生し、さらに 1980 年代には地球規模での酸性雨やオゾン層破壊、近年にあっては、局

地的豪雨や猛暑日の増加などといった地球温暖化による影響が顕著になってきました。

かつての環境問題は、騒音や悪臭、廃棄物など地域に限られた範囲での問題といえまし

たが、現在では、SDGs やカーボンニュートラル、海洋プラスチックごみへの対応等地球

規模での対応を求められるようになっています。 
このような状況を背景として、平成 5 年 11 月に「環境基本法」が制定されて以降、平

成 9 年には京都議定書の採択、平成 27 年には「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」及びパリ協定の採択など、環境保全に対する地球規模での気運が着実かつ急速に高

まっています。わが国においても、令和 3 年 10 月に、2050 年カーボンニュートラルと

整合的で野心的な目標として、「2030 年度における温室効果ガス排出量を 2013 年度比

46%減」を目指すこと、さらに 50％の高みに向け挑戦を続けることを表明し、新たな削

減目標を盛り込んだ地球温暖化対策計画を閣議決定しました。 
本市においても、平成 24 年 9 月に制定した「橿原市環境基本条例」に基づき、環境政

策の基本的方針を定めた「橿原市環境総合計画」を環境分野における最上位計画に位置

付け、関連計画として温室効果ガス排出量の削減を目的とした「橿原市地球温暖化対策

推進実行計画」や、市内で発生する一般廃棄物の適正処理を目的とした「橿原市一般廃

棄物処理計画」などを策定しながら様々な施策を展開しています。さらに、市民・事業

者・行政による連携協働を推進するために、平成 22 年 10 月に NPO、ボランティア団体、

企業および行政によって橿原市地球温暖化対策地域協議会（エコライフかしはら）を設

立し、市域の環境保全や地球温暖化問題に関する意識啓発に資する活動を連携協働して

行いながら、多くの市民に対して環境に配慮した生活行動の推進を呼び掛けています。

また、近年は、本市と民間企業との間で様々な協定を締結するなど、その歩みを着実に

進めているところです。 

本書は、令和 6 年度の環境の現況をまとめたものです。本市の環境の現状をご理解い 

ただき、より良い快適な環境づくりのため、今後も皆様のご理解、ご協力をよろしくお 

願いいたします。 

令和 8 年 1 月 
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